
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『県内沿岸部に事業所を有する中小企業者等の 
雇入れ・住宅支援の取組みを支援します』 

宮城県事業復興型雇用創出助成金 

 県内の沿岸部に事業所を有する中小企業者等における、求職者の雇入れ及び雇入れに際して
実施した住宅支援に係る費用を助成します。 

【お問い合わせ先】 

宮城県経済商工観光部 

雇用対策課雇用創出支援班 

電話：022‐797-4661 

 

雇入費（中小企業型） 

助成対象となる事業主 
県内の沿岸部に所在する事業所において、平
成２３年３月１１日以降に、復興に向けた産業
政策に基づく支援事業を実施した中小企業
事業主 
 
助成対象となる労働者 
令和６年１月１日から令和６年１２月３１日ま
でに雇い入れた被災三県（宮城県、福島県、
岩手県）求職者で、「期間の定めのない雇用」
又は「更新可能な１年以上の有期雇用」で雇
い入れた方 

 
補助額 
対象となる労働者１人当たり３年間で最大１２
０万円（１事業所につき２，０００万円が上限） 

 
募集期間 
第１期 令和６年６月６日～７月５日 
第２期 令和６年１２月６日～令和７年 

１月１６日 

住宅支援費 

助成対象となる事業主 
県内の沿岸部に所在する事業所において、復
興に向けた産業政策の支援決定を受けた後、
求職者の雇入れに際して、住宅支援（住宅の
借上げ・住宅手当）を導入又は拡充し、かつ、
雇用の維持・確保を達成した中小企業事業
主 
 
助成対象となる労働者（受給要件労働者） 
令和６年１月１５日から令和７年１月１４日ま
でに雇い入れた求職者で、「期間の定めのない
雇用」又は「更新可能な１年以上の有期雇
用」で雇い入れ、住宅支援の取組みの対象と
なっている方 
 
補助額 
住宅支援に要した費用の４分の３に相当する
額（１事業所につき年額２４０万円、総額７２０
万円が上限） 

 
募集期間 
令和６年１０月１日～令和７年１月２４日 

利用方法 
申請には一定の要件があります。詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 


